
別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　７　年　２  月 　６  日

組織名称

補職名・氏名令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

＜兼務比率記載欄＞
：

T2

達成度
組織目標兼管理職個人目標

T3

T3

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定） （成果）

監査全般の適
正実施

定期監査、決算
審査のほか随時
監査の適正な執
行と住民監査請
求の適切な対応

目
標
２

固定資産の価
格に対する審
査申出、職員
の勤務条件の
措置等の審査

固定資産評価審
査委員会、公平
委員会の開催

①固定資産評価審査委員会の開催と書面審理、意
見陳述の実施
②固定資産評価審査委員会の判断に対する資料取
集と事務局体制の強化
③公平委員会の開催（組合役員、その他制度改正
時）
④職員の不利益処分や勤務条件等に対する審査請
求の適正な対応

①総裁選から解散総選挙までの期間(1か月)短
い中、各施設管理者と調整し投開票所や説明
会会場等を確保。立会人・事務従事者等を選
定。10/16より期日前、10/27総選挙の投開票
を適正に管理実施
②県知事選挙にて反映できるものは実施
③地元要望に応え、明和町4.6丁目の投票区を
変更(6/18政策会議・9/2選挙管理委員会・
9/30補正予算議決)を実施。R7.3.1から施行
④6月・9月・12月・3月に適正実施
⑤精華学園高校にお届けセミナー・陶都中学
校に選挙資材の貸出等の主権者教育へ協力

T3

T2

①監査基準に基づき例月・決算・定期監査を
実施
②会計処理について適正に検査を実施（毎
月）
③第1回は10月10日、11日。2回は11月20日、
21日にて適正に実施
④8月6日、7日、8日決算審査実施。9月議会に
て報告書を提出
⑤各監査執行について市長・議長に報告しﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞで公表
⑥現在までに監査請求無し

目
標
５

通常業務の改
善と効率化

業務の効率化と
５Sの徹底

①選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審
査委員会会議の適切な執行
②検察審査員、裁判員候補者予定者名簿の適正な
調製
③予算・決算の総括
④ファイリングシステムの適正な管理・運用
⑤業務改善の推進
⑥５Ｓ＋Ｓの徹底及び改善

①実施した委員会は適切に執行（選管9回、公
平2回、固定審1回）
②検察審査員、裁判員候補者予定者名簿を適
正に調製。岐阜検察審査会、岐阜地方裁判所
に9月に通知
③R5決算書類を適切に作成。参議院選挙に備
えたR7当初予算案を編成
④無駄な紙媒体をなくし電子媒体にて決済
⑤選挙ポスターの掲示場削減等、業務改善の
事業抽出し実施
⑥常に5S＋Sを心掛け業務を遂行

①②機構改革に伴う委員会を実施(3月)。固定
資産の不服申立無し
任期満了による、委員長の継続については9月
議会にて承認、委員の交代は3月議会に人事案
件として提出済
③多治見市労連役員改選(9/17)、機構改革に
伴う委員会(3月)を開催
④2/6現在、職員からの審査請求無し

目
標
４

監査委員事務局
局長　村瀬　正一

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）
①②③各施設管理者と調整し投開票所や説明
会会場等を確保。立会人・事務従事者等を選
定し選挙管理委員会に付議。1/10より期日
前、1/26投開票を適正に管理実施
④市内のポスター掲示場を確認。不要な個所
を選定し、192か所設置（21か所削減）
⑤タクシー会社と協議、契約方法の見直し(距
離→時間)。タクシーに加えミニバン借上げに
より投票箱送致手段を確保
⑥広報紙配布（1月）、FM・ケーブルテレビで
の放送、公報の適切かつ迅速な配布等、選挙
啓発を実施

目
標
１

適正な選挙の
執行

岐阜県知事選挙
の適正執行

①令和7年2月5日任期満了による岐阜県知事選挙
の適正な執行
②正確かつ効率的な投開票事務の執行
③期日前投票（本庁舎・駅北庁舎）の適切な管理
④ﾎﾟｽﾀｰ掲示場の設置管理（213か所）
⑤ﾀｸｼｰ確保困難下での投票箱送致代替え手段の確
保
⑥岐阜県知事選挙公報の適切かつ迅速な配布及び
選挙啓発の実施

目
標
３

①監査基準に基づく適正な監査実施
②例月現金出納検査の実施（毎月）
③定期監査の実施（10月、11月）
④決算審査の実施（8月）
⑤各監査措置状況の公表
⑥住民監査請求があった場合の適切な対処

選挙事務全般
の適正な管理

選挙管理委員会
事務及び課題へ
の対応

①解散総選挙を見越した迅速かつ的確な準備実施
②選挙執行に係る課題や要望への対応実施
③投票区変更申出に対する検討と再編
④選挙人名簿定時登録（6月・9月・12月及び3
月）及び閲覧等の適正実施
⑤若年層の主権者教育への積極的な協力


